
北広島市長期優良住宅建築等計画認定申請手数料徴収条例（案） 

平成  年  月  日 

条例第  号 

 

（趣旨） 

第 1 条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成 20 年法律第 87 号。以下「法」と

いう。）の規定による長期優良住宅建築等計画の認定申請その他事務に関し、地方自治法（昭

和 22 年法律第 67 号）第 227 条の規定に基づき徴収する手数料については、この条例に定

めるところによる。 

 

（手数料を徴収する事務等） 

第 2 条 手数料を徴収する事務及びその金額は、別表のとおりとする。 

 

（手数料の徴収又は免除） 

第 3 条 手数料は、申請の際これを徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認める

ときは、これを免除する。 

 

（手数料の還付） 

第 4 条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める

ときは、その全部又は一部を還付することができる。 

 

  附則 

この条例は、平成  年  月  日から施行する。 

 

別表第 1 法第 5 条第 1 項、第 2 項及び第 3 項に係る認定申請手数料 

住宅の戸数が 1 戸のもの 53,000（評価機関審査を受けた場合にあっては、8,200） 

住宅の戸数が 2 戸以上 5 戸

以内のもの 

122,000（評価機関審査を受けた場合にあっては、15,000） 

住宅の戸数が 6 戸以上のも

の 

194,000（評価機関審査を受けた場合にあっては、25,000） 

（摘要） 

イ．1 戸につき、当該申請に係る 1 棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金

額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除し

て得た額（この額に 50 円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50 円以上 100 円

未満の端数が生じたときはこれを 100 円に切り上げるものとする。） 

ロ．法第 6 条第 2 項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に北

広島市建築確認申請等手数料徴収条例（平成 12 年条例第 13 号）第 2 条の規定により算

定した金額を加算した金額とする。 

ハ．「評価機関審査」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年法律第 81

号）第 5 条第 1 項に規定する登録住宅性能評価機関による認定に係る技術的審査をいう。 



 
別表第 2 法第 8 条第 1 項に係る変更認定申請手数料（工事着工時期、工事完成時期、譲受

人決定予定時期以外の変更） 
住宅の戸数が 1 戸のもの 31,000（評価機関審査を受けた場合にあっては、4,800） 

住宅の戸数が 2 戸以上 5 戸

以内のもの 

68,000（評価機関審査を受けた場合にあっては、8,500） 

住宅の戸数が 6 戸以上のも

の 

110,000（評価機関審査を受けた場合にあっては、14,000） 

（摘要） 

イ．1 戸につき、当該申請に係る 1 棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金

額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除し

て得た額（この額に 50 円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50 円以上 100 円

未満の端数が生じたときはこれを 100 円に切り上げるものとする。） 

ロ．法第 6 条第 2 項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に北

広島市建築確認申請等手数料徴収条例（平成 12 年条例第 13 号）第 2 条の規定により算

定した金額を加算した金額とする。 

ハ．「評価機関審査」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年法律第 81

号）第 5 条第 1 項に規定する登録住宅性能評価機関による認定に係る技術的審査をいう。 

 
別表第 3 法第 8 条第 1 項に係る変更認定申請手数料（工事着工時期、工事完成時期、譲受

人決定予定時期） 
1 戸につき 750 

 
別表第 4 法第 9 条第 1 項に係る変更認定申請手数料 
1 戸につき 1,500 

 
別表第 5 法第 10 条に係る変更認定申請手数料 
1 戸につき 1,500 

 
 


